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別表六(二十六)
｢18｣、｢23｣、｢28｣又は｢33｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　産業競争力基盤強化商品生産用資産のうち特定商品生産用資産を取得

した場合の法人税額の特別控除を適用している場合

① ｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の12の６第６項｣

② ｢区分番号｣欄：｢00705｣

③ ｢適用額｣欄：｢28｣欄の金額

｢28｣欄

　産業競争力基盤強化商品生産用資産のうち半導体生産用資産を取得し

た場合の法人税額の特別控除を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の12の６第３項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00703｣

③　｢適用額｣欄：｢18｣欄の金額

｢18｣欄

　産業競争力基盤強化商品生産用資産のうち特定商品生産用資産を取得した場合の

法人税額の特別控除(前期からの繰越税額控除がある場合)を適用している場合

① ｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の12の６第７項｣

② ｢区分番号｣欄：｢00706｣

③ ｢適用額｣欄：｢33｣欄の金額

｢33｣欄

　産業競争力基盤強化商品生産用資産のうち半導体生産用資産を取得した場合の

法人税額の特別控除(前期からの繰越税額控除がある場合)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の12の６第４項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00704｣

③　｢適用額｣欄：｢23｣欄の金額

｢23｣欄




